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新居浜市医師確保奨学金貸付制度  

≪令和８年度募集要項≫  

 

 

 

こ の 制 度 は 、 将 来 医 師 と し て 新 居 浜 市 の 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 す る  

意 思 の あ る 医 学 生 に 、 修 学 上 必 要 な 資 金 を 貸 し 付 け る こ と に よ り 、  

市 内 の 医 師 を 確 保 し 地 域 医 療 の 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。 
 

※平成31年4月1日から応募資格「新居浜市内の高等学校を卒業」がなくなりました。 

※令和2年4月 1日から応募資格「新居浜市に本人又は保護者の住所がある」がなくな

りました。 

 

 

新居浜市  

健康推進課  
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１ 応募資格  

  国内の大学（自治医科大学を除く。）で医学を専攻する学生（１年生から６年生ま

で）で、次の全てに該当する方  

（１） 保護者の令和８年度の市町村民税所得割の額（保護者が２人いるときは、合計  

した額）が３０４，２００円未満である。  

（２） 保護者及び連帯保証人に市町村税の滞納がない。  

（３） 同種の奨学金を受けていない。  

 

２ 募集人員  

  １名  

 

３ 貸付金額と貸付期間等  

（１） 修学資金奨学金 月額２０万円。通算６年間を限度とします。  

（２） 入学資金奨学金 入学金として納める額（５０万円を限度）。入学する年度のみ  

貸し付けます。  

※ 修学資金奨学金は、６月、９月、１２月及び３月に３月分ずつ奨学生の口座に振込

みます。ただし、初年度は貸付を承認した月の翌月に初回分及び入学資金奨学金を振

り込みます。  

  

４ 返還の全部免除  

  次のいずれかに該当したときは、奨学金の返還を全部免除します。  

（１） 大学を卒業した日から２年以内に医師の免許を取得し、直ちに臨床研修を受け、  

臨床研修を開始した日の属する月から起算して修学資金の貸付けを受けた期間（以

下「修学資金貸付月数」という。）の２倍に相当する期間が経過するまでの間に、

指定医療機関において医師としてその業務に従事した期間（以下「医師従事月数」

という。）が通算して修学資金貸付月数に達したとき。ただし、指定医療機関で臨

床研修を受けた場合は、当該臨床研修を受けた期間も医師従事月数に含みます。  

※ 令和８年度から令和１３年度まで６年間貸付けを受けた場合、次の例のとおり、色

を付けた期間に指定医療機関で臨床研修又は勤務した場合、返還が全部免除になりま

す（例は一例です。）。  

 
 

【例１】  

 

 

 

 

 

 

 

【例２】  

 

 

 

 

 

 

 

【例３】  
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【例４】  

 

 

 

 

 

 

 

（２）医師従事月数中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため業務を継続することができなくなったとき。  

※ 指定医療機関は、愛媛労災病院・十全総合病院・住友別子病院・十全ユリノキ病院

です。  

 

５ 返還  

（１）次のいずれかに該当するときは、返還事由が生じた日の属する月の翌月の末日ま

でに、奨学金の全部又は一部を一括して返還してください。ただし、分割して返還

することもできます。  

ア 全部返還  

（ア）奨学金の貸付けを取り消されたとき。  

（イ）大学を卒業した日から２年以内に医師の免許を取得しなかったとき。  

（ウ）医師免許取得後、直ちに臨床研修を受けず、又は修了することができなかっ

たとき。  

（エ）奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。  

イ 一部返還  

（ア）医師従事月数中に業務上の事由以外による死亡又は心身の故障その他やむを

得ない事由により奨学金を返還することができなくなったとき。  

（イ）修学資金貸付月数の２倍に相当する期間が経過するまでの間に、医師従事月  

数が通算して修学資金貸付月数に達しなかったとき。  

（２） 返還利息 無利息  

（３） 延滞利息 年利１４．６パーセント  

 

６ 返還猶予  

  次のいずれかに該当するときは、その事由が継続する期間、奨学金の返還を猶予す

ることができます。  

（１）奨学金の貸付けを取り消された後も引き続き、大学に在学しているとき。  

（２）医師従事月数が通算して修学資金貸付月数に達しなかった後、引き続き指定医療

機関において医師として業務に従事しているとき。  

（３）災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。  

 

７ 貸付けの取消し  

奨学生が次のいずれかに該当したときは、奨学金の貸付けを取り消します。  

（１） 死亡したとき。  

（２） 大学を退学したとき。  

（３）心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。  

（４）奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。  

（５）偽りの申込みその他不正手段によって貸付けを受けたとき。  

（６）保護者及び連帯保証人が市町村税を滞納したとき。  

（７）学業成績が著しく不良となったと認められるとき。  

（８） 同種の奨学金を受けていることが判明したとき。  

（９）奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。  

 

８ 貸付の休止  

奨学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、奨学金の貸付けを休止
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します。  

 

９ 連帯保証人  

  貸付けの申込みには、連帯保証人２人が必要です。連帯保証人は、次のいずれに  

も該当する者で、うち１人は、申込者の父又は母を充てることができます。  

（１）一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいる。  

（２）他の奨学金の貸付け又は給付を受けている者の連帯保証人になっていない。  

 

１０ 貸付けの申込み  

（１） 受付期間  

【１次受付】令和８年４月１日（水）から令和８年６月３０日（火）まで  

【２次受付】令和８年７月１日（水）から令和８年９月３０日（水）まで  

※１次受付で募集人員に達した場合は、２次受付はありません。  

（２） 申込書類（様式は新居浜市HPからダウンロードできます。）  

  ア 新居浜市医師確保奨学金貸付申込書（第１号様式）  

  イ 大学の在学証明書  

  ウ 誓約書（第２号様式）  

  エ 大学の学業成績証明書（提出が困難な場合は、出身高等学校長が発行する成績

証明書）  

オ 申込者及び保護者の住民票の写し  

  カ 履歴書及び健康診断書（様式自由）  

キ 保護者全員の令和７年度の市町村民税所得割の額を証明できる書類  

  ク 連帯保証人の所得証明書  

  ケ 保護者及び連帯保証人の市町村税の納税証明書  

  コ 入学資金奨学金の貸付けを申し込む場合は、入学金として納めた額が証明でき

る書類  

  サ 応募理由書（応募理由及び新居浜市の地域医療に関する抱負について、８００

字程度でまとめてください。様式自由）  

（３） 申込方法  

持参又は郵送にて提出してください。持参の場合、代理人による提出が可能です。

郵送の場合、簡易書留等で郵送してください（受付最終日の消印有効）。  

  ア 申込先 新居浜市健康推進課（保健センター）  

        〒 792-0811 新居浜市庄内町四丁目７番１７号  

        電話番号  ０８９７－３５－１０７０  

イ 受付時間 平日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

 

１１ 貸付けの決定  

  申込書類の審査のほか、必要に応じて面接による審査を行い、その結果は書面によ

り申込者に通知します。  

 

１２ 奨学金の交付手続  

  奨学金の貸付けの決定通知を受けた方は、決定通知書に示す期日までに、新居浜市

医師確保奨学金交付申請書（第３号様式）及び新居浜市医師確保奨学金貸付及び返還

契約書等を健康推進課に提出してください。  

※  貸付けの決定を受けた方は、翌年度以降、毎年４月末日までに新居浜市医師確保奨  

学金交付申請書（第３号様式）に次の書類を添えて、市長に提出してください。  

ア 大学の在学証明書  

イ 前年度の学業成績証明書  

ウ 保護者及び連帯保証人の市町村税の納税証明書   

                                             

本要項に記載されていない詳細については、新居浜市医師確保奨学金貸付条例及び  

新居浜市医師確保奨学金貸付条例施行規則によります。  


